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Ⅱ.料金の設定

・端末回線伝送機能

（１）端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合） 端末回線により伝送を行う機能の

　　ア イ以外のものの（イ） 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の① ②以外の場合のＢ Ａ以外のもの

区分 料金 備考

ａ．加入者回線コスト 1,350 （別紙１）Ｂの①のc × （別紙２）保守換算係数の(2)

ｂ．主配線盤コスト 31 （別紙１）Ｄの①のｃ × （別紙２）保守換算係数の(22)

ｃ．負担金相当の加算料 500 （別紙１）Ｈの②の2線式

ｄ．料金　（円/回線・月） 1,881 ａ＋ｂ＋ｃ

（２）端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合） 端末回線により伝送を行う機能の

　　イ 第2群の伝送方式を用いるもの（カッド内に単独収容する場合に限ります。）の（イ） 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の① ②以外の場合のＢ Ａ以外のもの

区分 料金 備考

ａ．加入者回線コスト 1,350 （別紙１）Ｂの①のc × （別紙２）保守換算係数の(2)

ｂ．主配線盤コスト 31 （別紙１）Ｄの①のｃ × （別紙２）保守換算係数の(22)

ｃ．負担金相当の加算料 500 （別紙１）Ｈの②の2線式

ｄ．第２グループ回線に加算するコスト 912 （別紙１）Ｇの③のf

ｅ．料金　（円/回線・月） 2,793 ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ



（別紙１）網使用料算定根拠（西日本コストに基づく接続料）＜平成15年2月14日認可＞の抜粋

Ⅱ.原価の算定及び料金の設定

1.端末回線伝送機能

（２）料金の設定

Ｂ．加入者回線

①メタル設備のみを用いる入者回線




